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５-２. 市町村による地域公共交通施策の現状 

５-２-１ 地域公共交通計画の策定状況 

表 ５-7 県内市町村の地域公共交通（網形成）計画の策定状況（令和 5 年 12 月時点） 

 

  

地域 市町村名 連携計画 地域公共交通網形成計画 地域公共交通計画

鹿児島 鹿児島市 令和4年度から令和13年度
大隅 鹿屋市 令和4年度から令和8年度
南薩 枕崎市 令和4年度から令和8年度
北薩 阿久根市 令和5年度から令和9年度
北薩 出水市
南薩 指宿市 令和元年度から令和5年度
熊毛 ⻄之表市 令和5年度から令和9年度（※2）
大隅 垂水市 平成21年度から平成23年度
北薩 薩摩川内市 令和5年度から令和10年度
鹿児島 日置市 令和4年度から令和8年度
大隅 曽於市 令和5年度から令和9年度
姶良・伊佐 霧島市 令和2年度から令和4年度 (※1) 令和5年度から令和9年度
鹿児島 いちき串木野市 平成31年度から令和5年度※
南薩 南さつま市 令和4年度から令和8年度
大隅 志布志市 平成31年度から令和3年度 (※1) 令和5年度から令和8年度
大島 奄美市 平成30年度から令和4年度 (※1)
南薩 南九州市 令和4年度から令和9年度

  姶良・伊佐 伊佐市 平成23年度から平成25年度 令和5年度から令和9年度
  姶良・伊佐 姶良市 令和4年度から令和8年度

鹿児島 三島村
平成21年度から平成23年度

（三島村、枕崎市）
鹿児島 十島村 平成22年度から平成24年度
北薩 さつま町 平成30年度から令和4年度 (※1) 令和5年度から令和9年度
北薩 ⻑島町 H22〜H24（⻑島町、天草市、水俣市）

  姶良・伊佐 湧水町
大隅 大崎町 令和5年度から令和9年度
大隅 東串良町
大隅 錦江町 平成21年度から平成23年度

大隅 南大隅町
平成21年度から平成23年度

（南大隅町、指宿市）
大隅 肝付町 令和5年度から令和9年度
熊毛 中種子町 令和5年度から令和9年度（※2）
熊毛 南種子町 令和5年度から令和9年度（※2）
熊毛 屋久島町 令和5年度から令和9年度
大島 大和村
大島 宇検村
大島 瀬⼾内町
大島 龍郷町
大島 喜界町
大島 徳之島町
大島 天城町
大島 伊仙町
大島 和泊町 平成30年度から令和5年度
大島 知名町 平成30年度から令和5年度
大島 与論町
（※1） 改正法施行前（R2）前に作成
（※2） ⻄之表市、中種子市、南種子市で「種子島地域公共交通計画」を策定
⻘字：計画期間内
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計画 
名 第二次鹿児島市公共交通ビジョン 

計画 
期間 令和 4 年度から令和 13 年度 

 拠点の考え方（抜粋） 幹線と支線の考え方（抜粋） 
 ■鹿児島市の地域公共交通網の将来像 

 
 幹線ネットワークの形成に関する具体的な施策 
 基幹交通の効率的な運行 

中心市街地から南北及び⻄方向に延びる鉄道、中心市街地と副都心あるいは周辺団地等とを結ぶ路
面電車、路線バスなどの基幹交通の効率的な運行を行う。 

 

 

  



 

 76

 
計画 
名 鹿屋市地域公共交通計画 

計画 
期間 令和 4 年度から令和 8 年度 

 拠点の考え方（抜粋） 幹線と支線の考え方（抜粋） 
 ■鹿屋市の将来都市構造 

  
 幹線ネットワークの形成に関する具体的な施策 
 施策①：路線バスの維持と利便性向上 

・路線バスの利用者数は減少傾向にありますが、高齢者や学生等の移動制約者においては、日常生活の
移動を支える重要な生活路線です。 

・交通事業者と連携のもと、地域や利用者のニーズを踏まえたダイヤ調整や運行ルート変更、乗り継ぎ
の円滑化など、利用しやすい環境づくりを進めます。 

・広域路線（地域間幹線バス、廃止路線代替バス（複数市町間））については、バス事業者や鹿児島県バ
ス対策協議会との連携を基本に、市ホームページでの時刻表の案内やバス路線図の作成・配布、出前
講座を行うなど、情報発信・周知啓発に向けた取組を行います。 
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計画 
名 枕崎市地域公共交通計画 

計画 
期間 令和 4 年度から令和 8 年度 

 拠点の考え方（抜粋） 幹線と支線の考え方（抜粋） 
 ■枕崎市の地域公共交通網の将来像 

 
 幹線ネットワークの形成に関する具体的な施策 
 路線バス枕崎〜金山線の運行形態の見直し（図） 

・路線バス枕崎・金⼭線については、周辺の公共交通空白地域等への対応も念頭に、需要に応じて運行
する交通サービス（予約型乗合タクシー等）への転換を検討します。 
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計画 
名 阿久根市地域公共交通計画 

計画 
期間 令和 5 年度から令和 9 年度 

 拠点の考え方（抜粋） 幹線と支線の考え方（抜粋） 
 ■阿久根市の将来公共交通ネットワークイメージ 

  
 幹線ネットワークの形成に関する具体的な施策 
 事業 2-2：交通拠点等における環境改善 

・公共交通の乗継拠点や利用者が多いバス停等を中心に、バスを待つ間の雨や風等を防ぎ、座って待て
るように上屋やベンチを設置する等、バス待ち環境の向上を図ります。 

・バス停周辺の買い物施設や医療施設等と連携して、待合スペース、屋根・ベンチを確保し、待ち時間
を快適に過ごせる乗り場を作る等、バス待ち環境の充実に向けて取り組みます。 

・鉄道駅や交通拠点等において、鉄道とバス、バス同士の乗り継ぎに関する情報を、分かりやすく伝え
る案内板の設置や、交通事業者等と連携し、バスの運行状況が確認できるデジタルサイネージの設置
等を検討します。 
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計画 
名 種子島地域公共交通計画 

計画 
期間 令和 5 年度から令和 9 年度 

 拠点の考え方（抜粋） 幹線と支線の考え方（抜粋） 
 ■将来公共交通ネットワークイメージ 

 

 幹線ネットワークの形成に関する具体的な施策 
 地域内幹線バスの機能強化等 

①地域内幹線バスの再編・充実 
②乗換拠点の機能強化 
③運賃サービスの拡充 

地域公共交通の利用環境の強化 
①地域内幹線と支線における乗換拠点の整備 
②停留所等における待合環境の整備 
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計画 
名 薩摩川内市地域公共交通計画 

計画 
期間 令和 5 年度から令和 10 年度 

 拠点の考え方（抜粋） 幹線と支線の考え方（抜粋） 
 ■将来都市構造イメージ図 

 

 幹線ネットワークの形成に関する具体的な施策 
 地域公共交通ネットワークの見直し・再編 

・拠点間路線と支線の役割を明確にし、路線または時刻の重複を避けるなど、効率的な地域公共交通ネッ
トワークの形成を図ります。 

・鉄道や航路と路線バスやコミュニティバス、また路線バスやコミュニティバスとデマンド交通など、各
モード同士の結節点において、利用需要の高い時間帯のダイヤを調整し、乗り継ぎ利便性の確保を図り
ます。 
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計画 
名 日置市地域公共交通計画 

計画 
期間 令和 4 年度から令和 8 年度 

 拠点の考え方（抜粋） 幹線と支線の考え方（抜粋） 
 ■日置市公共交通の将来像 

 
 幹線ネットワークの形成に関する具体的な施策 
 事業１ 移動ニーズに応じた交通体系の構築 

市⺠の外出目的の割合は通勤、買い物、通院が９割である。さらに市⺠アンケートでは「運行本数
が少ない」や「便が合わない」などの声が多く上がっている。このことから、広域幹線（路線バス）、
地域内交通（コミュニティバス、乗合タクシー）の路線変更、ダイヤ変更を検討します。 

事業２ 地域ニーズへの対応、地域内交通の見直し 
東市来地域コミュニティバスでは「路線がわかりにくい」や「時間がかかって使いづらい」などの

声も上がっている。このことから、使いやすく分かりやすい路線へ、見直しを検討します。 
本市の吹上地域コミュニティバスは複数路線が運行していることもあり、利用者目線で見ると、時

刻表やルートがわかりにくい状況である。特に利用者の少ないエリアの運行路線を統合又は再編し、利
用しやすい交通手段を導入します。 

事業９ 主要交通結節点の乗換環境改善 
本市では湯之元駅、東市来駅、伊集院駅が主要駅となっていることから、各駅との接続改善を図る

ため、ＪＲの時刻を中心に地域間幹線（路線バス）、地域内交通（コミュニティバス、乗合タクシー）
の路線、ダイヤの調整をし、接続環境の改善を図ります。 

事業 10 交通結節点における案内情報の提供 
広域幹線（ＪＲ、高速バス、空港バス）、地域間幹線（路線バス）、地域内交通（コミュニティバ

ス、乗合タクシー）の結節点となる停留所に優先度をつけ、分かりやすい時刻表や案内図の掲示を検討
します。 
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計画 
名 曽於市地域公共交通計画 

計画 
期間 令和 5 年度から令和 9 年度 

 拠点の考え方（抜粋） 幹線と支線の考え方（抜粋） 
 ■曽於市における将来公共交通ネットワークイメージ 

  

 幹線ネットワークの形成に関する具体的な施策 
 施策 2：ＪＲ・路線バス・思いやりバス・思いやりタクシー・デマンドタクシー（バス）・タクシーの効

率的運用に向けた再編 
・効率的で効果的な地域公共交通ネットワークを構築するため、交通事業者間での連携しつつ、ＪＲ・

路線バス・思いやりバス・思いやりタクシー・デマンドタクシー（バス）・タクシーの効率的運用に向
けた再編について調査・検討を行います。 

施策 3：広域圏の公共交通との連携強化 
・鹿児島県のほか、大隅半島構成市町等の周辺市町や関係機関等と連携しつつ、国内外の交流人口の拡

大に資する広域交通網の構築に努めます。特にＪＲ都城駅における路線バスとの乗り継ぎ円滑化（接
続ダイヤ、駅広場への乗り入れ路線の増加等）に向けた協議・実施を市として積極的に検討します。 

・特に、県と連携し、鉄道・バス路線・タクシー・レンタサイクル等、複数の公共交通サービスの連携
を高める、ＭａａＳ等の検討を行います。 
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計画 
名 霧島市地域公共交通計画 

計画 
期間 令和 5 年度から令和 9 年度 

 拠点の考え方（抜粋） 幹線と支線の考え方（抜粋） 
 ■将来都市構造図 

 
 幹線ネットワークの形成に関する具体的な施策 
 路線バスの維持・確保と利用実態に見合った運行への見直し 

本市をはじめ複数市町にまたがる広域路線バスは、バス事業者や沿線市町と連携して利用実態を調査
し、見直しに向けた検討を行っていくなど、運行の適正化を図ります。 
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計画 
名 南さつま市地域公共交通計画 

計画 
期間 令和 4 年度から令和 8 年度 

 拠点の考え方（抜粋） 幹線と支線の考え方（抜粋） 
 ■将来都市構造図 

  

 幹線ネットワークの形成に関する具体的な施策 
 安全・快適なバス待ち・乗り継ぎ環境の整備 

路線バスとつわちゃんバスの乗降客の多いバス停において、バス待ち環境等の向上とともに、利用者
の利便性向上に向けて、乗り継きに配慮したダイヤ設定を行い、利用者が安全・快適に利用できる環境
の整備を進めます。 

具体的には、乗降客の多いバス停ではバスを待つ間の雨や風等を防き、座って待てるようにバス停ジ
ェルター（上屋）やベンチを設置、つわちゃんバスのフリー乗降区間では集落内道路の目につきやすい
箇所にロードマーキングを施すなど、利用者が安全・快適に利用できるような整備を検討します。ま
た、加世田バスセンターを拠点に広域幹線を基軸とした朝夕は通勤・通学者、昼間は買い物及び通院時
における高齢者等の二ーズに配慮した乗り継ぎのダイヤを調整するなど、利用者が快適に乗り継きでき
る環境づくりに努めます。 
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計画 
名 志布志市地域公共交通計画 

計画 
期間 令和 5 年度から令和 8 年度 

 拠点の考え方（抜粋） 幹線と支線の考え方（抜粋） 
 ■将来の公共交通ネットワークイメージ図 

  

 
 幹線ネットワークの形成に関する具体的な施策 
 鹿屋市・曽於市・都城市・串間市までの公共交通機関を維持 

・志布志市と隣接する鹿屋市、曽於市、都城市、串間市へは住⺠の通勤･通学や、買い物、通院等で日常
的な移動があり、これら市町村への公共交通ネットワークを維持していきます。 

・広域ネットワークの最適化の検討 
・毎年度のモニタリングの結果を踏まえ、現在よりもさらに財政負担が増加するなど、維持が難しいと

見込まれる場合は、小型車両による運行や、デマンド化等を検討します。 
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計画 
名 南九州市地域公共交通計画 

計画 
期間 令和 4 年度から令和 9 年度 

 拠点の考え方（抜粋） 幹線と支線の考え方（抜粋） 
 ■将来公共交通ネットワークイメージ 

  
 幹線ネットワークの形成に関する具体的な施策 
 鉄道と広域幹線バス系統を基軸とした公共交通網の構築 

・同じく本市の広域的な幹線軸となる既存路線バスについても、事業者や国、県及び沿線自治体との連
携により、維持確保に努めるとともに、利用促進に向けた各種取組を展開していきます。 
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計画 
名 伊佐市地域公共交通計画 

計画 
期間 令和 5 年度から令和 9 年度 

 拠点の考え方（抜粋） 幹線と支線の考え方（抜粋） 
 ■伊佐市における公共交通ネットワークイメージ 

  

 幹線ネットワークの形成に関する具体的な施策 
 市内バスの運行見直し 

・市⺠の移動実態や地域の実情を踏まえ、運行内容と市⺠の移動実態が合っていない路線や非効率な運
行をする路線を対象に運行内容を見直していきます。 

・市街地の回遊性を高める新たな交通サービスの導入に向けた調査・検討を行い、市⺠の移動利便性向
上を図ります。 

・市内バスの運行見直しにあたっては、既存のバス経路やタクシー事業者にも影響することから、実証
運行の実施や地域住⺠・交通事業者と十分に協議を重ねながら慎重に検討します。 
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計画 
名 姶良市地域公共交通計画 

計画 
期間 令和 4 年度から令和 8 年度 

 拠点の考え方（抜粋） 幹線と支線の考え方（抜粋） 
 ■目指す地域公共交通体系の将来図 

  

 幹線ネットワークの形成に関する具体的な施策 
 【事業１】交通拠点の形成とバス路線等の見直し 

市街地の再編や財政支出の健全化に向けたバス路線等の見直しに合わせ、公共交通利用者の利便性向上

と乗継利用の抵抗感を軽減するために、⺠間施設等の協力を得ながら拠点の形成を行います。 

【事業３】乗継利用に配慮した運行ダイヤの見直し 
鉄道とバスとの接続、及びバス相互の乗継ダイヤを調整するなど、運行ダイヤの見直しを行います。 
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計画 
名 さつま町地域公共交通計画 

計画 
期間 令和 5 年度から令和 9 年度 

 拠点の考え方（抜粋） 幹線と支線の考え方（抜粋） 
 ■目指す地域公共交通体系の将来図 

   
 幹線ネットワークの形成に関する具体的な施策 
 【事業１】地域交通を支える新たな組織の構築 

■本町の交通事業者を軸にした新たな組織を構築し、本町における公共交通の持続可能性を高める。 
■本組織を中心に、本町の公共交通の維持・確保や運営について協議・検討を行う協議会を定期的に

開催する。 
■人材不足等により安定した地域交通運営が難しくなることを想定し、交通事業者が連携して地域交

通を支えることができるような仕組みを整える。 
【事業 2】自家用有償旅客運送の導入 

■将来想定される公共交通の担い手不足に備えて自家用有償旅客運送を導入し、町⺠の協力を得なが
ら地域交通を維持する体制を整える。 

■本格導入に先立って自家用有償旅客運送の実証実験を実施し、自家用有償旅客運送の導入から運行
までの具体的なノウハウを得る。 
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計画 
名 大崎町地域公共交通計画 

計画 
期間 令和 5 年度から令和 9 年度 

 拠点の考え方（抜粋） 幹線と支線の考え方（抜粋） 
 ■公共交通ネットワークイメージ 

 

 幹線ネットワークの形成に関する具体的な施策 
 周辺自治体と連携した路線バス（地域間幹線系統）の維持と利便性向上 

・町内を運行する路線バスについては，引き続き通学，通院，買い物等に利用できるよう，通学等の利
用ニーズに合わせた運行ダイヤ調整等について周辺自治体と連携して維持・確保に努めます。 

・路線を維持するために，引き続き，国及び県の補助金等を活用して運行維持を図ります。 
※地域公共交通確保維持改善事業費（地域間幹線系統確保維持国庫補助金）を活用して運行。 
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計画 
名 肝付町地域公共交通計画 

計画 
期間 令和 5 年度から令和 9 年度 

 拠点の考え方（抜粋） 幹線と支線の考え方（抜粋） 
 ■公共交通の将来像 

 

 幹線ネットワークの形成に関する具体的な施策 
 方策①-1：肝付町内公共交通網の最適化 

・路線バス（鹿児島交通）の運行エリアは現状の維持・確保を優先とする。 
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計画 
名 屋久島町地域公共交通計画 

計画 
期間 令和５年度から令和 9 年度 

 拠点の考え方（抜粋） 幹線と支線の考え方（抜粋） 
 ■将来ネットワークイメージ 

 

 幹線ネットワークの形成に関する具体的な施策 
 （事業２）幹線交通（路線バス）の維持・見直し 

〇幹線交通（路線バス）の維持 
路線バスは島内の幹線交通として、利用者のニーズや広域交通との乗り継ぎ利便性を考慮した運行ダイ
ヤの見直しや、生活交通と観光交通の役割分担を行いながら、路線の維持に努める。 
〇永田〜大川の滝線の見直し 
永田〜大川の滝線については、⻑大路線となっていることから、地域毎の利用ニーズを踏まえながら、
路線の分割 等 の見直しを行い、関係各社と協議の上、効率的な運行を検討していく。 
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５-２-２ 地域公共交通施策に関する市町村の考え 

（1） 回答状況 

43 市町村宛にアンケート調査票を配布し、すべての市町村から回収した。 

 

（2） 各市町村の交通施策（R4 時点） 

表 ５-8 実施中の交通施策一覧 

 
(※)福祉バス・タクシー：市町村が無償で住⺠（主に外出困難者が対象）の送迎を行うもの。 

  

●：実施中、〇実施予定/実証実験中、−：実施なし、●※廃止代替

地域 市町村名
コミュニティ

バス
乗合タクシー

福祉バス・
タクシー

(※)
スクールバス

NPO等福祉有
償運送

利用料金補助

鹿児島市 ● ● ● ー ● ●
日置市 ● ● ● ● ● ー

いちき串木野市 ● ● ー ー ー ー
三島村 ー ー ー ー ー ー
十島村 ー ー ー ー ー ー
枕崎市 ー 〇 ー ● ー ●
指宿市 ● ● ー ● ● ●

南さつま市 ● ● ● ● ● ●
南九州市 ● ● ー ● ー ー
阿久根市 ー ● ● ー ● ー

出水市 ● ● ー ー ー ー
薩摩川内市 ● ● ー ● ● ●

さつま町 ● ● ● ● ー ー
⻑島町 ● ー ー ー ● ー
霧島市 ● ● ー ● ● ー
伊佐市 ● ● ー ● ● ●
姶良市 ● ● ー ー ー ー
湧水町 ● ー ー ー ー ー

鹿屋市 ● ● ー ● ● ●

垂水市 ー ● ー ● ● ●

曽於市 ● ● ー ● ● ー
志布志市 ー ● ー ー ー ー

大崎町 ー ー ● ● ー ー

東串良町 ー ー ー ー ー ●

錦江町 ● 〇 ー ● ー ●

南大隅町 ● ● ー ● ー ー
肝付町 ー ● ● ● ー ●

⻄之表市 ● ● ● ー ● ー
中種子町 ● ● ● ● ● ●
南種子町 ● ー ー ● ● ●
屋久島町 ー ー ー ● ー ●

奄美市 ● ー ー ー ー ー
大和村 ● ー ー ー ● ー
宇検村 ● ● ー ー ー ー

瀬⼾内町 ●※ ●※ ー ー ● ー
龍郷町 ● ● ● ● ● ー
喜界町 ● ー ー ● ● ー

徳之島町 ー ● ー ー ー ー
天城町 ー ● ー ー ● ー
伊仙町 ー ー ー ー ー ー
和泊町 ー ー ● ー
知名町 ー ー ー ー
与論町 ● ー ー ー ー ー

● ●

大島

鹿児島

南薩

北薩

姶良
・

伊佐

大隅

熊毛
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（3） 国・県からの支援状況（R4 年度） 

表 ５-9 地域公共交通に対する国・県からの支援状況 

 
（※）：車両購入費含む 

 

 

 
  

地域 市町村名
地域内フィーダー系統
確保維持費国庫補助金
（●：有 ー：無）

地方バス路線維持対策事業
（●：有 ー：無）

地方公共交通
特別対策事業補助金

（円）
鹿児島市 ● ● 605,000

日置市 ● ● 5,429,000
いちき串木野市 ● ● ー

三島村 ー ● ー
十島村 ー ● ー
枕崎市 ー ● 4,537,000
指宿市 ー ● ー

南さつま市 ● ● 11,516,000
南九州市 ● ● ー
阿久根市 ● ● ー

出水市 ー ● ー
薩摩川内市 ● ● 10,742,000

さつま町 ● ● ー
⻑島町 ー ● ー
霧島市 ● ● 19,445,000
伊佐市 ● ● ー
姶良市 ● ● ー
湧水町 ー ● ー
鹿屋市 ● ● 18,817,000
垂水市 ● ● 17,863,000
曽於市 ー ● 5,351,000

志布志市 ー ● 4,216,000
大崎町 ー ● 2,766,000

東串良町 ー ● 454,000
錦江町 ● ● 3,075,000

南大隅町 ー ● 5,821,000
肝付町 ー ● 1,201,000

⻄之表市 ● ー ー
中種子町 ● ー ー
南種子町 ● ー ー
屋久島町 ー ー ー

奄美市 ー ● 8,767,000
大和村 ー ー 8,735,000
宇検村 ー ー 5,834,000

瀬⼾内町 ー ● 10,627,000
龍郷町 ー ● ー
喜界町 ー ー 10,272,000

徳之島町 ー ー 8,322,000（※）
天城町 ー ー 2,569,000（※）
伊仙町 ー ー 3,117,000（※）
和泊町 ー 9,080,000
知名町 ー 9,080,000
与論町 ー ー 2,674,000

●

鹿児島

南薩

北薩

姶良
・

伊佐

大隅

熊毛

大島
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（4） 法定協議会・地域公共交通会議の設置状況（R4 年度時点） 

表 ５-10 法定協議会・地域公共交通会議設置状況一覧 

 

 

 

 
  

地域 市町村名 法定協議会 地域公共交通会議 法定協議会兼地域公共交通会議
鹿児島市 ●

日置市 ●
いちき串木野市 ●

三島村
十島村
枕崎市 ●
指宿市 ●

南さつま市 ● ●
南九州市 ●
阿久根市 ●

出水市 ●
薩摩川内市 ●

さつま町 ●
⻑島町 ●
霧島市 ●
伊佐市 ●
姶良市 ●
湧水町 ●
鹿屋市 ●
垂水市 ●
曽於市 ●

志布志市 ●
大崎町 ●

東串良町
錦江町 ●

南大隅町 ●
肝付町 ●

⻄之表市 ● ●
中種子町
南種子町 ● ●
屋久島町 ●

奄美市 ●
大和村 ●
宇検村 ●

瀬⼾内町 ●
龍郷町 ●
喜界町 ●

徳之島町 ●
天城町 ●
伊仙町 ●
和泊町
知名町
与論町 ●

熊毛

大島
●

（徳之島地域公共交通活性化
協議会）

●

鹿児島

南薩

北薩

姶良
・

伊佐

大隅
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（5） 調査結果 

① 公共交通事業の体制 

A） 公共交通の担当者数 
公共交通担当者は、専任担当者がいない市町村が 82％を占める。 

 

図 ５-21 公共交通の担当者数 

 

B） 公共交通事業を進める上での課題 
「専門部署がない、人材が不足している」という回答が 22 件と最も多い。 

 

図 ５-22 公共交通事業を進める上での課題  

4
9% 4

9%

30
70%

5
12%

専任担当者がいる

専任担当者・兼任担当者がどちらも1名以上いる

兼任担当者がいる

専任・兼任どちらもいない

n=43

22 

12 

10 

9 

7 

7 

6 

4 

4 

3 

3 

1 

8 

6 

51%

28%

23%

21%

16%

16%

14%

9%

9%

7%

7%

2%

19%

14%

0 5 10 15 20 25

専門部署がない、人材が不足している

国の財政支援（補助金、地方交付税）が十分ではない

住⺠の要望を受けて交通資源（コミバス等）を導入したにも関わらず、実際には自
家用車等からの利用転換が進まない

県の財政支援（補助金）が十分ではない

地域公共交通の確保・維持に向けた情報が不足している、相談相手がいない

どのように取り組んでよいか分からない

隣接する自治体間での調整が不足している

交通事業者（バス、タクシー、鉄道等）の理解・協力が得られない

市町の役所内部での連携・理解（予算面も含む）が不足している

貴自治体が計画した交通事業（運行）を請け負う事業者がない

「地域公共交通会議」や「運営協議会」「法定協議会」が円滑に運営できない

住⺠、利用者の理解・協力が得られない

その他

無回答

（件）

回答数 回答率
n=43※複数回答
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② 幹線公共交通の現状 

A） 幹線公共交通の有無 
85％の市町村で、幹線となる鉄道もしくは路線バスが運行されている。 

 

 

図 ５-23 幹線公共交通の有無 

 

 

B） 幹線公共交通の課題 
「利用者数を増加させる・維持させることが難しい」と回答した市町村が最も多

く、幹線公共交通の維持が課題である。 

 

 

図 ５-24 幹線公共交通の課題 

 
  

11
25%

21
49%

2
5%

3
7%

6
14% 鉄道と路線バスが共に運行されている

鉄道が運行されている
路線バスが運行されている
コミュニティ交通が運行されている
運行されていない
その他
無回答

n=43

39 

11 

8 

4 

4 

91%

26%

19%

9%

9%

0 10 20 30 40 50

利用者数を増加させる・維持することが難しい

関係者が多いため、自市町村の政策・施策が反映しづらい

コミュニティ交通との競合・連携が取れていない

交通事業者との密なコミュニケーションが取れていない

その他

（件）

回答数 回答率 n=43※複数回答
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③ 公共交通に関する意見交換およびその課題 

A） 公共交通に関する近隣市町村との意見交換の有無 
定期的ではないが適宜意見交換を行っている自治体が最も多く、70％を占める。 

 

 

図 ５-25 公共交通に関する近隣市町村との意見交換の有無 

 

B） 近隣市町村と意見交換を行う必要を感じる事項 
主に路線バスの運行内容およびその補助金に関する事項、公共交通に関する制度

や情報共有に関する協議が必要と認識されている。 

 

 

図 ５-26 近隣市町村と意見交換を行う必要を感じる事項 

 
  

6
14%

30
70%

7
16%

定期的に意見交換する場が存在する
定期的ではないが、適宜、意見交換を行っている
特に意見交換していない

n=43

28 

24 

23 

21 

13 

12 

11 

1 

5 

65%

56%

53%

49%

30%

28%

26%

2%

12%

0 5 10 15 20 25 30 35

複数の市町村にまたがる路線バスの運行内容

複数の市町村にまたがる路線バスの運行に対する補助金

公共交通に関する制度や情報の共有

交通計画の策定や基礎調査の広域的な連携

先進的な移動サービスの導入や、その検討における連携

複数の市町村にまたがるその他の住⺠移動サービスの運行
の共同化や経費の負担

複数の市町村にまたがるその他の住⺠移動サービスの運行
の運行内容の調整

その他

特にない

（件）

回答数 回答率 n=43※複数回答
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④ 幹線交通ネットワークについて 

生活圏を共有する市町村で連携し、県や中心的な市町村が主導する体制を望む回答
が最も多く、54％を占める。 

 

 

図 ５-27 幹線公共交通の望ましい体制 

 

⑤ 今後の展開について 

A） 路線バスからコミュニティ交通への転換に関する課題 
公共交通に対する財源不足、乗務員不足等行政的な課題が多く挙げられている。 

利用者の視点では、乗車の予約・乗り継ぎの必要性から生じる不便が課題とされ
ている。 

 

図 ５-28 コミュニティ交通へ転換する際に生じる課題  

23
54%

9
21%

3
7%

3
7%

4
9%

1
2%

生活圏を共有する市町村で連携し、県や中心的な市町村が主導する体制

生活圏を共有する市町村で連携し、各市町村が並列となって取り組む体制

個別に連携が必要な事項について、関係市町村のみで連携する体制

定期的な連絡を行えていれば、特別に連携するための体制は不要

その他

無回答

n=43

28 

26 

23 

19 

16 

11 

9 

8 

7 

6 

2 

5 

65%

60%

53%

44%

37%

26%

21%

19%

16%

14%

5%

12%

0 5 10 15 20 25 30 35

公共交通に対する財源が不足している

乗務員不足である

自治体内において公共交通に対するノウハウ・人材が不足している

乗車に予約が必要となり、予約方法によっては利用者にとって不便になる

乗継が発生する

コミュニティ交通へ使用する車両が老朽化している

路線バスとコミュニティ交通の運賃とで差異が発生し、地域により不公平
感が発生している

コミュニティ交通を担う交通事業者が地域から撤退した(撤退する可能性が
ある)

情報発信が不足する懸念がある

コミュニティ交通を担う交通事業者が存在しない

ICカードが運賃支払いに使用できなくなる

無回答

（件）

回答数 回答率
n=43※複数回答
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B） 身近な移動手段の確保に向けた県への要望 
「国や県の交通施策について、最新の情報提供や詳細な説明をしてほしい」とい

う要望が 19 件と最も多い。 

 

 

図 ５-29 県への要望 

 

C） 新技術等の「多様な手段」の活用によるコミュニティ交通の運行について 
全体的に、「興味あり」の割合が高い一方で、「実施中」「検討中」の割合が低く、

新技術の活用に踏み込めていない市町村が多い。 

 

 

図 ５-30 新技術等の「多様な手段」の活用によるコミュニティ交通の運行について 

  

19 

18 

18 

18 

2 

2 

5 

44%

42%

42%

42%

5%

5%

12%

0 5 10 15 20 25

国や県の交通施策について、最新の情報提供や詳細な説明をしてほしい

広域路線における自治体間の調整に参加してほしい

広域路線を担う事業者との調整に参加してほしい

市町の担当者が相談しやすい体制を整えてほしい

県境をまたぐ路線についての他県との調整に参加してほしい

その他

無回答

（件）

回答数 回答率 n=43※複数回答

2.3%

2.3%

4.7%

2.3%

14.0%

4.7%

2.3%

7.0%

7.0%

2.3%

9.3%

2.3%

51.2%

67.4%

62.8%

65.1%

60.5%

62.8%

53.5%

27.9%

14.0%

14.0%

9.3%

11.6%

16.3%

27.9%

14.0%

14.0%

11.6%

16.3%

11.6%

11.6%

16.3%

自動運転

グリーンスローモビリティ

AIデマンドシステム

MaaS

タクシー相乗り

自家用有償旅客運送

貨客混載

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

実施中 検討中 興味あり 興味なし 無回答 n=43
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D） GTFS データ等の更新ができる体制の有無 
GTFS データの更新体制がある市町村は 14％を占めるが、うち半数は更新されて

いない。 

 

 

図 ５-31 GTFS データ等の更新ができる体制 

 

 

図 ５-32 更新頻度 

 

 

 
  

6
14%

28
65%

7
16%

2
5%

ある
ない
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無回答

n=43

3
50%

3
50%

ダイヤ改正毎に更新

更新したことが無い

1年に1回見直している

n=43




